
近
世
京
都
商
家
に
お
け
る
家
訓
作
成
の
根
本
要
因

家
誤
作
成
の
必
然
性

近
世
京
都
の
都
市
社
会
に
お
い
て
、
可
組
(
宵
連
合
)
、
可
、
五
人
組
と
い
う

地
縁
集
団
の
諸
活
動
が
あ
与
、
一
方
ま
た
本
家
・
分
家
・
民
家
・
奉
公
人
と
い
う

同
族
集
司
の
諸
活
動
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
強
留
に
結
束
し
た
。
す
な
わ
ち
京
都
は
地
縁
集
団
と
同
族
集
団
が
併
存

し
、
両
者
が
臨
機
応
変
に
「
結
び
換
え
」
を
し
て
機
能
す
る
、
い
わ
ば
地
縁
同
族

併
存
都
市
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り

で
あ
る
。

本
稿
で
は
高
業
活
動
の
円
滑
な
発
展
と
「
家
」
永
続
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
高

家
同
族
自
の
家
訓
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
己
高
家
同
該
国
詰
一
般
に
墨
号

や
ノ
レ
ン
印
を
共
通
に
し
、
ノ
レ
ン
ウ
チ
と
い
う
同
族
意
識
の
元
で
経
済
活
動
や

年
中
行
事
、
先
祖
祭
り
、
婚
礼
、
葬
儀
な
ど
を
営
む
。
こ
の
協
業
協
祭
の
互
助
行

動
を
通
じ
て
、
ノ
レ
ン
ウ
チ
の
商
売
の
繁
栄
と
「
家
」
の
、
水
続
が
推
進
さ
れ
る
。

ノ
レ
ン
ウ
チ
は
同
族
共
同
体
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
共
同
体
の
運
営
の
た
め
に
は
所

高
員
が
守
る
べ
き
共
通
の
規
範
が
必
要
と
な
る

G

そ
こ
に
生
ま
れ
た
の
が
詞
族
家

訓
で
あ
っ
た
。
同
族
家
訓
に
は
所
宮
崎
員
の
日
常
生
活
や
ハ
レ
の
行
事
、
高
業
活
動

赤

光

田

男

に
お
け
る
守
る
べ
き
規
範
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
年
間
数
次
こ
れ
を
読
み
開
か
せ

て
そ
の
徹
底
を
は
か
っ
た

G

ま
さ
に
同
族
員
に
共
通
す
る
精
神
の
渥
養
と
そ
の
貢

徹
を
目
ざ
し
た
c

ま
た
本
家
主
人
が
「
家
」
の
安
泰
、
永
続
を
危
う
く
す
る
よ
う

な
行
動
を
し
た
時
に
は
、
別
家
と
い
え
ど
も
本
家
主
人
に
対
し
て
諌
言
を
す
る
こ

と
が
肝
要
で
、
そ
れ
は
主
人
に
対
す
る
仕
え
る
者
の
「
忠
」
で
も
あ
る
と
説
く
事

例
が
あ
り
、
極
め
て
合
理
的
な
「
家
」
運
営
の
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
が
同
族
と
い
う
「
家
」
永
続
の
秘
訣
で
も
あ
っ
た
。
柔
軟
な
る
対
応
と
団
結

に
よ
る
精
神
的
・
組
織
的
「
家
」
運
営
に
よ
っ
て
、
厳
し
い
社
会
を
耐
え
ぬ
こ
う

と
す
る
知
恵
が
家
訓
に
辻
吐
露
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
同
族
家
訓
は
同
族
精
神
の
青

成
と
同
族
共
同
体
組
識
の
発
展
の
た
め
に
は
必
然
的
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ

-10ー

た
c都

甫
の
商
業
活
動
に
辻
、
農
村
の
農
業
活
動
と
異
な
力
、
た
え
ず
不
安
定
要
素

が
あ
っ
た
む
貸
し
倒
れ
、
営
業
不
得
手
、
営
業
拡
大
に
よ
る
失
敗
、
商
品
値
格
の

暴
落
、
遊
芸
放
蕩
、
法
違
反
な
ど
で
、
絶
家
や
衰
家
と
な
る
状
況
が
近
世
の
京
都

に
は
多
か
っ
た

9

こ
れ
を
防
ぎ
、
「
家
」
の
、
水
続
、
繁
栄
を
は
か
る
た
め
に
家
訓

を
作
成
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。

三
井
惣
領
家
の
三
代
目
、
三
井
高
房
(
一
六
八
四

1
一
七
四
八
)
が
享
保
二
二

年
(
一
七
二
八
)
頃
に
作
成
し
始
め
た
『
宵
人
考
見
録
」
に
辻
、
京
都
の
豪
語
四



六
家
の
由
来
、
繁
栄
時
の
状
況
、
居
宅
、
業
種
、
没
落
要
因
、
没
落
状
況
、
没
落

後
の
実
態
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
の
作
成
呂
的
を
同
書
末
尾
に
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
書
は
中
西
宗
助
、
よ
り
J
¥
予
語
毘
云
、
今
先
祖
親
J
1
1
の
功
業
に
よ
っ

て
、
同
名
一
致
に
家
業
を
つ
と
め
、
先
は
時
節
を
得
、
高
に
不
足
な
し
と
い

へ
ど
も
、
笥
人
の
盛
衰
辻
其
主
の
守
り
に
あ
り
c

よ
っ
て
昔
よ
り
の
町
人
の

家
を
失
ふ
趣
を
、
親
に
尋
て
し
る
し
童
、
家
内
の
輩
に
も
晃
せ
度
旨
を
す
、

む
。
故
に
此
事
を
親
に
告
、
時
に
老
父
七
十
年
来
、
見
お
よ
び
開
伝
ふ
る
処

を
書
記
し
て
、
予
是
を
あ
た
ふ
。
し
ば
/
¥
序
践
を
加
へ
、
文
義
を
か
ざ
ら

ず
し
て
、
是
を
留
る
者
也
。

番
頭
の
中
西
宗
助
の
す
す
め
に
よ
り
、
高
房
は
父
で
二
代
目
高
平
(
宗
径
一
)
か

ら
「
町
人
の
家
を
失
ふ
趣
」
を
開
き
記
し
て
一
書
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
昨

人
の
盛
衰
辻
其
主
の
守
り
に
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
壁
代
当
主
の
家
運
営
が
そ

の
家
の
韮
衰
の
鍵
を
握
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
絶
家
、
衰
家
と
な
ら
な
い
た
め

の
規
範
作
成
と
共
に
、
地
方
絶
家
、
衰
家
の
実
例
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
c

三
井

家
家
祖
高
利
は
一
克
禄
七
年
(
一
六
九
四
)
頃
に
「
遺
訓
」
を
残
し
、
二
代
目
高
平

そ
、
っ
ち
〈

は
享
保
七
年
(
一
七
二
二
)
に
『
宗
竺
遺
書
』
を
定
め
、
同
族
の
団
結
、
営
業
の

方
法
、
節
倹
、
主
人
の
役
割
、
同
族
子
弟
の
修
業
な
ど
を
規
定
し
、
三
井
同
族
の

協
栄
を
目
ざ
し
た
っ
三
代
目
高
房
の
『
町
人
考
見
録
』
は
京
都
蕗
家
の
没
落
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
井
同
族
の
戒
め
の
鑑
と
し
た
わ
け
で
占
め
る
。
家
、
水

続
の
た
め
の
規
範
と
し
て
の
「
遺
誤
ヘ
ヱ
歪
町
一
一
一
遺
書
』
、
絶
家
し
な
い
た
め
の
没

落
家
確
認
書
と
し
て
の
「
可
人
考
見
録
』
が
三
代
目
迄
に
出
揺
っ
た
。
い
わ
ば
湯

陰
二
種
の
家
訓
が
作
成
さ
れ
、
三
井
同
族
の
繁
栄
が
辻
か
ら
れ
た
。

『
町
人
考
晃
録
』
の
序
に
は
家
の
、
水
続
が
い
か
に
む
つ
か
し
い
か
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
(
振
仮
名
は
省
略
)
。

そ
れ
天
下
の
四
民
士
農
工
商
と
わ
か
れ
、
各
其
職
分
を
つ
と
め
、
子
孫
業

を
継
で
其
家
を
と
〉
の
ふ
っ
就
レ
中
町
人
は
商
売
そ
れ
メ
¥
に
わ
か
る
と
い

へ
ど
も
、
先
は
金
銀
の
科
足
に
か
、
る
よ
り
外
な
し
む
黙
る
に
田
舎
の
昨
人

は
そ
れ
メ
¥
の
冨
主
・
地
頭
に
樺
り
、
其
上
自
に
さ
の
み
美
麗
を
見
、
ざ
る
故

に
、
心
に
お
の
づ
か
ら
う
つ
る
事
な
し
c

居
一
札
を
以
て
お
は
く
代
を
累
て
業
を

つ
と
む

G

京
・
江
戸
・
大
坂
の
可
入
は
、
其
一
冗
誼
、
或
は
田
舎
又
は
入
手
代

よ
り
次
第
に
経
上
り
、
商
売
を
ひ
ろ
げ
、
富
を
子
孫
に
伝
へ
ん
と
、
其
身
一

代
身
を
つ
め
、
家
職
の
外
に
心
を
お
か
ず
、
か
ん
な
ん
し
ん
く
を
積
で
、
其

子
家
を
継
、
其
も
の
は
親
の
つ
ま
し
き
こ
と
を
見
覚
へ
、
又
は
其
家
の
さ
ま

で
富
ざ
る
う
ち
に
生
立
習
ふ
故
に
、
漸
其
一
代
は
守
り
勤
と
い
へ
ど
も
、
又

其
孫
の
代
に
至
り
で
は
、
は
や
家
の
富
貴
よ
り
育
立
、
物
ご
と
の
か
ん
な
ん
、

金
銀
を
大
窃
と
云
事
を
し
ら
ず
。
故
に
自
然
と
世
風
を
見
習
ひ
、
心
た
か
ぶ

り
、
家
職
を
人
ま
か
せ
に
仕
置
て
、
う
か
ノ
¥
と
丹
司
を
暮
し
、
身
体
に
物

入
多
成
行
ま
冶
に
、
其
・
身
も
漸
年
老
、
物
心
的
と
い
へ
ど
も
、
家
業
の
み
ち

を
し
ら
ず
、
物
入
の
多
な
る
に
ま
か
せ
、
手
廻
し
に
人
の
金
銀
を
請
込
、
次

一日一

第
に
利
ま
ど
ひ
に
成
、
果
は
家
を
つ
ぶ
す
者
、
世
の
な
ら
は
し
と
成
。
凡
京

師
の
名
あ
る
町
入
、
二
代
三
代
に
て
家
を
つ
ぶ
し
、
あ
と
か
た
な
く
成
行
事
、

眼
前
に
知
る
所
官
。
(
下
略
)

田
舎
か
ち
出
て
来
た
者
や
奉
公
人
が
苦
労
し
て
一
家
を
構
え
て
も
、
二
代
三
代

目
に
至
り
、
初
代
の
都
知
難
辛
苦
を
知
ら
ず
に
家
載
を
忘
れ
て
怠
靖
な
生
活
を
し
、

つ
い
に
没
落
し
て
い
く
例
が
眼
前
に
あ
る
と
説
き
、
さ
ら
に
序
の
末
罵
に
、
「
百

姓
・
職
人
等
は
数
代
家
を
伝
ふ
る
事
、
一
日
も
怠
る
と
き
は
、
忽
金
を
う
し
な
ふ

故
に
、
尤
よ
く
つ
と
む
。
只
商
家
耳
後
は
手
代
ま
か
せ
、
主
ハ
穿
は
代
の
続
く
に
し



た
が
ひ
、
家
業
を
わ
す
る
冶
を
以
て
、
終
に
家
を
う
し
な
ふ
。
話
車
の
覆
る
を
見

て
、
後
車
の
い
ま
し
め
の
た
め
、
見
お
よ
び
需
缶
ふ
る
京
都
の
町
人
、
盛
衰
を
あ

ら
ま
し
愛
に
し
る
す
耳
」
と
結
び
、
次
い
で
四
六
家
の
家
毎
の
盛
衰
を
詳
し
く
記

す
。
そ
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
後
掲
付
表
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
業
種

は
長
崎
商
人
、
長
崎
問
屋
、
両
替
商
、
町
貸
、
質
屋
、
麻
苧
問
屋
、
衣
金
入
商
、

蔵
元
、
上
澄
商
、
小
間
物
商
、
薬
種
高
、
呉
服
商
、
糸
商
、
関
東
問
屋
、
巻
物
商

な
ど
で
あ
り
、
一
度
は
富
豪
商
人
に
な
っ
た
が
、
大
名
貸
、
町
人
貸
、
遊
楽
、
奪

移
、
不
行
跡
、
骨
金
、
道
路
関
前
、
新
巴
開
発
、
鉱
山
据
龍
、
高
業
不
得
手
、
安

売
高
法
損
銀
、
手
代
ま
か
せ
の
家
業
な
ど
か
ら
つ
い
に
没
落
し
て
い
る
様
が
う
か

が
え
る
。
い
ず
れ
も
金
銭
に
首
を
締
め
ら
れ
て
没
落
し
て
い
く
蔀
家
の
悲
哀
史

で
、
と
く
に
二
代
目
や
三
代
自
に
倒
産
し
て
い
る
例
が
呂
に
つ
く
。
三
井
高
一
男
は

こ
う
し
た
没
落
商
家
実
録
を
書
き
遺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の
子
孫
の
戒
め
と

し
た
の
で
あ
る
。
個
家
の
み
な
ら
ず
、
同
族
が
共
倒
れ
し
て
い
る
例
(
郡
波
屋
、

丸
屋
(
花
房
一
党
)
、
片
木
)
も
あ
り
、
商
家
の
不
安
定
な
状
況
が
如
実
に
一
不
さ

れ
て
い
る
。
と
く
に
大
名
貸
に
よ
る
貸
し
倒
れ
が
圧
間
的
に
多
く
、
三
井
家
で
も

大
名
貸
を
す
る
こ
と
が
巌
禁
と
な
っ
て
い
た
。

矢
代
家
家
誹
の
倖
成
経
緯
と
始
祖
の
入
生
史

『
町
人
考
見
録
」
が
作
成
さ
れ
て
三
O
年
後
の
宝
暦
八
年
(
一
七
五
人
)
三
月

に
、
現
在
中
京
区
室
町
通
二
条
下
ル
で
繊
維
製
品
卸
売
業
を
営
む
矢
代
仁
兵
衛
家

の
先
祖
が
「
定
亦
」
を
作
成
し
た
。
矢
代
家
の
始
祖
は
庄
兵
禽
宗
円
と
い
い
、
そ

の
子
で
二
代
自
好
玄
が
父
の
存
生
中
に
父
よ
り
需
い
た
事
柄
を
ま
と
め
て
一
巻
と

し
た
も
の
が
こ
の
「
定
メ
」
で
あ
る
c

全
三
六
カ
条
か
ら
或
る
「
定
メ
」
の
末
尾

伊
』
牛
舎
品

右
ハ
宗
円
聖
霊
存
生
之
節
、
常
ニ
被
部
間
接
事
故
、
嘗
時
存
セ
ザ
ル
者
モ
可

有
之
侯
額
、
承
知
致
、
ン
侯
義
ア
ラ
ノ
¥
思
ヒ
出
シ
、
前
後
文
盲
患
筆
ヲ
顧
ミ

ズ
、
唯
童
蒙
之
耳
ニ
モ
通
ス
ル
為
メ
、
北
度
椙
改
メ
一
巻
ト
致
ス
者
也

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
「
定
メ
」
の
作
成
経
緯
が
明
ら
か
で
あ
る
。
作
成
さ

れ
た
後
、
同
族
聞
に
「
定
メ
」
が
徹
底
す
る
た
め
に
年
二
度
、
す
な
わ
ち
正
月
月
三

E
と
盆
の
七
月
一
七
日
に
本
家
に
集
ま
り
、
一
統
立
会
の
上
読
み
聞
か
せ
る
こ
と

と
規
定
し
て
い
る
む
し
か
し
「
一
統
ノ
事
故
多
人
数
」
で
あ
り
、
理
解
し
に
く
い

こ
と
も
尋
ね
る
こ
と
が
出
き
か
ね
る
の
で
、
前
も
っ
て
悟
々
の
家
で
正
月
二
日
と

七
月
一
五

B
の
夜
に
読
み
開
か
せ
、
そ
の
場
で
理
解
さ
せ
て
お
く
よ
う
に
と
記
し

の
靖
神
の
共
通
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
誰

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
定
メ
」

進
さ
れ
た
。
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と
こ
ろ
で
「
定
メ
」
の
最
末
尾
に
は
、
始
祖
庄
兵
衛
の
人
生
史
が
記
さ
れ
て
い

る
。
奉
公
に
出
た
庄
兵
衛
が
ノ
レ
ン
ワ
ケ
に
よ
っ
て
別
家
と
な
れ
ソ
、
本
家
が
衰
退

し
た
の
で
自
家
を
始
祖
家
と
し
て
や
が
て
同
族
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
顛
末

が
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
始
桓
崇
拝
昂
揚
の
た
め
の
「
定
メ
」
の
典
型
例
と
な

っ
て
い
る

G

吾
家
ノ
先
祖
源
氏
之
喬
矢
代
宗
円
ハ
丹
州
亀
山
柳
野
矢
代
田
平
ノ
御
子
章
。

年
十
二
ニ
シ
テ
父
ノ
仰
ヲ
蒙
リ
京
都
ヘ
奉
公
ニ
出
テ
袷
と
、
槌
墨
九
丘
ハ
禽
殻

吉
へ
御
越
被
成
侯
処
、
主
(
節
支
配
ア
リ
テ
足
袋
癌
ヘ
遣
ハ
サ
ル
可
ク
申
付
ラ

レ
侯
故
、
一
冗
祖
御
心
ニ
如
何
ハ
敷
思
シ
召
御
暇
ヲ
請
と
、
夫
レ
ヨ
ワ
誉
回
屋

市
兵
衛
殿
御
方
ヘ
奉
公
ニ
御
越
シ
成
サ
レ
候

誉
回
屋
市
兵
衛
方
が
奉
公
先
と
決
ま
り
、
翌
年
か
ら
は
「
E
々
木
綿
切
レ
袖
口

等
ノ
類
」
を
売
り
広
め
、
一
五
歳
の
年
か
ら
は
「
高
先
キ
ヲ
引
請
ケ
次
第
二
御
出



精
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
む
す
な
わ
ち
奉
公
し
て
三
年
目
に
早
く
も
得
意
先
廻

り
を
任
さ
れ
た
と
い
う
c

と
こ
ろ
が
主
人
の
軍
兵
衛
は
身
持
ち
が
悪
く
、
身
代
不

如
意
に
な
り
、
産
丘
ハ
禽
は
奉
公
人
の
身
分
な
が
ら
主
人
に
諌
言
を
し
た
と
こ
ろ
、

主
人
市
兵
衛
は
立
壊
し
て
銀
子
五
百
匁
を
や
る
か
ら
奉
公
を
や
め
る
よ
う
に
申
し

付
け
た
。
こ
の
こ
と
を
市
兵
衛
の
父
の
「
御
隠
居
」
が
聞
い
て
押
し
留
め
よ
う
と

し
た
が
、
市
兵
衛
は
聞
入
れ
な
か
っ
た
む
そ
こ
で
「
御
隠
居
」
の
独
断
で
庄
兵
衛

を
ノ
レ
ン
ワ
ケ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
む

解
隠
居
ヨ
リ
抑
セ
ラ
レ
挟
ハ
、
大
功
ア
ル
庄
丘
ハ
禽
事
故
、
暖
簾
ヲ
遣
ハ
ス
ベ

ク
ト
テ
是
レ
ヲ
結
ハ
リ
候
、
夫
レ
ヨ
リ
裏
窓
ヲ
伴
侶
リ
御
蕗
と
或
サ
レ
侯
c

書一

迄
ニ
当
地
ヲ
廼
リ
董
ヨ
リ
ハ
大
津
或
ハ
伏
見
迄
モ
自
身
箱
ヲ
持
チ
御
越
、
ン
、

御
家
業
専
一
ト
御
務
メ
被
或
、
夜
分
ニ
ハ
津
キ
臼
ニ
テ
米
ヲ
自
身
御
ツ
キ
御

辛
労
遊
パ
サ
レ
侯
故
、
段
々
御
出
世
一
被
成
侯
一
ア
、
則
チ
室
町
ノ
居
宅
買
得
、

其
外
所
々
抱
屋
敷
ヲ
御
求
メ
被
成
侯

奉
公
人
別
家
を
許
さ
れ
た
庄
兵
衛
は
裏
庖
を
借
り
て
商
売
を
始
め
、
家
業
専
一

に
務
め
、
つ
い
に
高
人
の
理
想
の
場
所
で
あ
る
室
町
に
「
居
宅
」
を
構
え
、
ま
た

所
々
に
「
抱
墨
敷
」
す
な
わ
ち
加
宅
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
c

一
方
本
家
市
兵
禽

は
家
業
も
務
め
ず
、
相
場
に
手
を
出
し
、
次
第
に
衰
殺
し
、
や
が
て
死
去
し
た
c

別
家
主
兵
禽
は
こ
の
時
に
市
兵
衛
の
娘
子
五
人
の
世
話
を
し
て
結
婚
さ
せ
、
子
怠

市
兵
衛
を
家
の
跡
継
ぎ
に
し
た
c

し
か
し
子
息
市
兵
衛
は
「
身
持
不
玲
」
で
あ
る

の
で
、
自
宅
に
引
取
っ
て
世
話
を
し
た
も
の
の
中
々
立
宣
ら
な
い
の
で
、
つ
い
に

「
二
家
中
義
絶
」
と
な
っ
た
。
本
家
と
の
絶
縁
と
い
う
非
常
事
態
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
商
家
同
族
の
分
解
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
本
家
の
不
始
末
か
ら
く
る
別
家

の
離
反
独
立
で
あ
る
c

こ
こ
に
在
兵
禽
を
姑
桓
と
す
る
矢
代
語
家
の
成
立
が
な
さ

れ
、
や
が
て
矢
代
同
族
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

義
絶
後
韮
兵
告
は
や
は
り

本
家
に
患
い
を
寄
せ
た
。

本
家
ノ
相
立
タ
ザ
ル
事
ヲ
錦
歎
キ
或
サ
レ
、
右
市
兵
禽
殿
議
本
心
ニ
立
チ
返

ラ
レ
侯
ハ
、
、
御
形
見
ト
シ
テ
銀
子
拾
貫
是
レ
ヲ
遣
ス
可
ク
由
僻
セ
量
カ
レ

侯
テ
、
御
年
五
十
九
ノ
二
月
廿
三
日
御
死
去
成
サ
レ
侯
、
旦
又
故
国
丹
州
方

ヘ
モ
御
記
念
ト
シ
テ
銀
子
五
貫
目
是
ヲ
遣
ハ
サ
レ
侯
、
最
モ
御
祖
父
御
存
命

ノ
節
ハ
孝
道
残
ル
処
ナ
ク
家
屋
敷
迄
御
建
直
シ
遣
ハ
サ
レ
候
モ
ノ
也
、
尚
一
疋

祖
平
常
御
唱
、
ン
被
成
候
趣
ヲ
以
一
ア
定
圭
一
回
ト
致
、
ン
、
二
季
ニ
談
開
カ
セ
申
ス
可

キ
者
也

本
家
の
再
興
の
た
め
に
、
郷
里
の
父
親
(
二
代
目
か
ら
み
る
と
誼
父
)
の
親
孝

行
の
た
め
に
、
在
兵
衛
の
と
っ
た
態
震
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
年
に
二

度
「
定
メ
」
を
読
み
聞
か
せ
よ
と
記
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
始
祖
(
元
祖
)
庄
兵
衛
宗
円
の
懇
難
辛
苦
の
人
生
史
を
語
り
、

そ
の
御
恩
を
忘
却
し
な
い
こ
と
を
同
族
員
に
教
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
族
の
結

束
が
、
商
家
の
没
落
事
例
が
多
い
当
時
の
世
慢
に
は
最
も
肝
要
な
こ
と
で
あ
り
、

同
族
所
属
員
は
拾
桓
の
教
え
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
愈
々
協
栄
を
呂
ざ
そ
う
と
し
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た。
矢
代
理
平
(
亀
出
矢
代
家

)il矢
代
主
兵
衛
宗
丹
(
京
都
矢
代
家
元
程

)
i
i

矢
代
好
玄
(
京
都
矢
代
家
二
代
目
)
と
い
う
系
譜
の
中
で
、
二
代
目
好
玄
は
一
冗
祖

宗
円
の
立
身
出
量
の
過
程
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
辻
「
孝
沸
忠
信
」
と
い
う
儒

教
倫
理
思
想
に
関
連
さ
せ
て
説
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
孝
悌
忠
信
ハ
人
道
之
本
塩
c

孝
ト
ハ
父
母
ニ
仕
フ
ル
也
。
悌
ト
ハ
兄
タ
ル
入
ヲ
敬
フ
也

G

忠
ト
巳
フ
ハ
主
人
ニ

仕
フ
マ
ツ
ル
也
c

信
ハ
誠
也
」
と
し
、
「
詰
ヲ
以
テ
孝
ト
忠
ト
ヲ
勤
メ
ル
人
ハ
道

ニ
桔
叶
フ
、
依
テ
其
ノ
身
モ
能
ク
修
リ
家
業
ヲ
第
一
ト
心
ニ
掛
ル
ニ
抜
テ
、
吉
扶
…

ト
立
身
ヲ
致
サ
ル
事
ハ
聖
賢
ノ
言
葉
ニ
モ
述
ヘ
給
ヒ
テ
、
正
シ
キ
人
ノ
道
也
」
と



し
、
誠
の
心
で
親
孝
行
や
主
人
に
仕
え
る
こ
と
は
人
道
に
叶
い
、
そ
の
こ
と
で
身

が
鯵
ま
り
、
家
業
を
第
一
に
す
る
心
も
生
ま
れ
、
自
然
と
立
身
出
世
す
る
の
だ
と

い
う
。
主
人
甫
兵
衛
家
に
対
す
る
忠
、
親
四
平
に
対
す
る
孝
を
は
か
り
、
誠
実
に

家
業
を
続
け
た
一
瓦
祖
は
必
然
的
に
立
身
し
、
家
を
輿
し
た
と
い
う
結
論
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宵
人
道
と
も
い
え
る
思
想
は
、
京
都
町
人
に
人
気
の
あ
っ

た
五
門
心
学
の
教
え
の
影
響
の
中
で
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

矢
代
家
家
訓
の
内
容

前
節
で
矢
代
家
家
訓
で
あ
る
「
定
メ
」
の
作
成
経
緯
と
元
祖
宗
円
の
創
家
の
過

程
を
み
て
き
た
。
本
節
で
は
具
体
的
に
全
三
六
カ
条
に
わ
た
る
「
定
メ
」
の
内
容

の
分
析
と
そ
の
特
徴
を
み
て
い
こ
う
。

第
一
条
に
は
遵
法
、
親
孝
行
、
主
人
に
忠
孝
、
下
の
者
に
憐
れ
み
を
施
す
こ
と

の
大
拐
さ
を
説
く
。
第
二
条
は
本
家
主
人
が
「
身
持
不
行
跡
」
や
「
家
法
不
正
之

事
」
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
惣
様
問
、
心
」
で
異
晃
を
申
し
、
承
引
し
な
け
れ
ば
、
「
一

円
中
」
か
ら
何
変
も
異
見
を
し
、
開
か
な
け
れ
ば
「
親
類
中
」
で
相
談
し
、
主
人

お
し
こ
め

の
態
度
が
悪
け
れ
ば
「
押
込
」
、
す
な
わ
ち
強
制
的
に
語
居
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と

を
見
の
が
す
こ
と
は
か
え
っ
て
不
忠
で
あ
り
、
本
家
の
相
続
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
述
べ
る
。

第
三
、
囲
、
五
条
は
奉
公
人
仲
間
(
朋
輩
)
の
和
合
の
大
切
さ
を
説
く
。

二
条
が
主
従
関
の
あ
り
方
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
、
呂
、
五
条
誌
仲
間
同
の
あ
り

方
を
説
く
己
番
頭
か
ら
小
者
に
至
る
迄
の
拐
輩
は
睦
ま
じ
く
、
真
実
で
交
わ
る
こ

と
、
も
し
争
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
家
騒
動
と
な
号
、
そ
れ
辻
主
人
に
弓
を
引

一、

く
不
患
行
為
で
あ
る
か
ら
朋
輩
和
合
こ
そ
肝
要
だ
と
す
る
(
第
三
条
)
。
朋
輩
中

不
玲
が
ま
し
き
者
が
い
れ
ば
意
晃
を
加
え
て
戒
め
、
も
し
不
玲
を
し
た
者
が
い
れ

ば
用
捨
な
く
思
出
る
こ
と
(
第
酉
条
)
。
番
頭
並
の
者
は
持
に
心
を
慎
み
、
行
操
械

を
正
し
、
主
人
に
成
り
替
っ
て
内
外
に
、
心
を
付
け
、
家
の
た
め
に
な
る
べ
き
事
を

専
一
に
し
、
小
者
に
至
る
迄
指
導
す
る
こ
と
(
第
五
条
)
。

第
六
1
一
一
条
は
商
売
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
規
範
で
あ
る
。
各
自
商
売
に
精

を
出
し
、
仕
入
れ
方
に
つ
い
て
は
残
り
の
商
品
の
多
少
、
時
々
の
模
様
思
合
、
糸

物
の
値
段
の
高
下
な
ど
を
考
憲
し
て
買
い
入
れ
る
こ
と
(
第
六
条
)
。
菖
樺
織
の

買
物
に
関
す
る
注
意
事
項
(
第
七
条
)
、
売
れ
に
く
い
高
品
で
も
高
品
錨
笹
の
高

い
物
辻
時
に
は
翼
う
こ
と
(
第
八
条
)
c

商
品
は
毎
年
土
用
干
し
を
す
る
こ
と
(
第

九
条
)
。
常
得
意
衆
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
切
一
寸
を
買
う
者
で
も
旦
那
で
あ
る

か
ら
、
商
品
は
買
手
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
心
懸
け
、
ま
た
説
物
は
機
屋
を
見
立

て
て
頼
み
、
客
の
注
文
通
り
に
出
来
上
る
よ
う
に
日
々
気
を
つ
け
る
こ
と
(
第
一

O
条
)
。
新
得
意
は
よ
く
よ
く
吟
味
し
、
身
元
が
確
か
な
者
と
特
離
し
た
場
合
に

は
蕗
事
を
す
る
こ
と
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
廷
引
き
す
る
べ
き
こ
と
(
第
一
一
条
)
c

第
二
一
1
二
三
条
は
ヨ
常
の
生
活
環
範
で
あ
る
。
博
突
勝
負
事
諸
相
場
事
辻
厳

禁
で
、
自
分
勝
手
な
商
売
も
し
て
は
い
け
な
い
(
第
一
二
条
)
。
家
内
の
男
女
は

袈
り
が
ま
し
き
行
為
は
せ
ず
、
行
儀
に
心
が
け
る
こ
と
(
第
二
二
条
)
。
華
麗
を

戒
め
、
倹
約
に
勤
め
る
こ
と
(
第
一
四
条
)
。
家
内
の
病
人
は
心
を
尽
く
し
て
看

病
す
る
こ
と
(
第
一
五
条
)
。
庖
尉
は
今
迄
通
り
年
二
回
怠
り
な
く
読
み
聞
か
せ

る
こ
と
(
第
一
六
条
)
。
触
書
や
町
の
伝
達
そ
の
他
何
事
に
よ
ら
ず
失
念
す
る
こ

と
な
く
知
ら
せ
る
こ
と
(
第
一
七
条
)
c

奉
公
人
と
し
て
子
供
(
丁
稚
)
を
置
く

場
合
辻
、
一
カ
月
の
関
に
よ
く
注
意
を
し
て
晃
分
し
、
見
込
み
の
な
い
者
は
評
議

の
上
親
元
に
一
戻
す
べ
き
こ
と
(
第
一
八
条
)
。
子
供
(
丁
稚
)
が
暇
な
時
に
は
手

習
や
算
盤
の
稽
古
を
さ
せ
る
こ
と
(
第
一
九
条

)
o
Eの
者
が
諸
見
物
に
出
か
け
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る
時
に
は
、
主
人
の
指
醤
を
受
け
て
出
か
け
る
こ
と
(
第
二

C
条
)

G

衣
顎
や
身

の
廻
り
品
を
吉
分
勝
手
に
詩
え
て
は
い
け
な
い

(
第
一
二
条
)
c

年
季
奉
公
を
終

え
た
朋
輩
の
マ
落
着
」
の
儀
は
互
い
に
親
愛
を
も
っ
て
す
る
こ
と
(
第
二
二
条
)
。

家
法
は
定
め
の
通
り
守
る
こ
と

(
第
二
三
条
)

G

あ
き
な
い
・

続
い
て
第
二
回
1
二
二
条
は
「
商
内
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
商
内
は
主
人

や
崩
輩
中
と
相
談
し
て
す
る
こ
と
、
指
図
の
な
い
自
分
勝
手
な
高
内
は
一
切
し
て

は
い
け
な
い
。
も
し
自
分
勝
手
に
し
て
損
金
を
生
じ
た
場
合
に
は
当
人
の
自
己
負

担
と
す
る
(
第
二
四
条
)

G

年
来
の
得
意
先
の
支
払
い
が
少
し
で
も
濯
っ
た
場
合

に
辻
、
相
談
の
上
そ
の
人
物
と
辻
「
取
続
高
内
」
、
す
な
わ
ち
亘
譲
取
引
で
は
な

く
、
第
三
者
を
中
に
入
れ
た
商
売
を
す
る
こ
と
(
第
二
五
条
)
c

吉
に
並
べ
て
見

せ
る
商
品
は
並
べ
る
時
に
、
得
意
先
に
見
せ
に
行
っ
た
高
品
は
屈
に
埠
っ
た
持
に

い
ず
れ
も
早
く
「
見
セ
帳
」
に
記
入
し
て
お
く
こ
と
(
第
二
六
条
)
c

買
手
よ
り

多
少
に
よ
ら
ず
商
品
を
受
取
っ
た
こ
と
を
一
不
す
判
書
判
を
取
り
、
帳
面
と
引
き
合

わ
す
こ
と
(
第
二
七
条
)
。
買
手
よ
り
代
金
を
受
取
る
時
に
は
、
買
手
と
高
談
相

手
と
な
っ
た
者
以
外
の
余
人
に
金
子
を
請
取
ら
せ
る
よ
う
に
心
得
る
こ
と
、
商
談

相
手
と
な
っ
た
当
人
は
委
縮
を
算
用
張
に
記
す
こ
と
(
第
二
八
条
)
c

西
樟
よ
れ
ノ

買
入
れ
た
茜
品
で
絹
に
疫
が
あ
っ
た
句
尺
違
い
が
あ
っ
て
交
換
に
行
く
時
に
は
、

実
っ
た
当
人
と
は
異
な
る
人
物
を
遣
し
た
場
合
で
も
、
二
一
日
の
内
に
当
人
が
商
品

を
吟
味
し
て
通
い
帳
を
消
す
こ
と
(
第
一
一
九
条
)
。
朝
よ
り
高
内
に
出
た
者
は
正

午
に
、
西
陣
に
買
物
に
出
た
者
は
日
暮
に
帰
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
際
行
先
を
言
つ

や
む
を
え
な
い
事
情
で
遅
く
な
っ
た
場
合
は
帰
っ
て
き
た
時
に
早

て
出
る
こ
と
、

速
理
由
を
い
う
こ
と
(
第
二
一

O
条
)
c

売
買
先
以
外
の
所
に
立
入
る
な
、
ま
た
得

意
先
で
の
甘
き
合
い
は
す
る
な
(
第
二
二
条
)
。

さ
い
ご
は
火
の
用
心
や
一
戸
締
ま
り
に
つ
い
て
の
条
で
あ
る

G

す
な
わ
ち
出
火
の

時
に
は
地
所
に
行
っ
て
い
る
者
辻
平
く
堵
る
こ
と
(
第
三
二
条
)

G

毎
夜
屈
や
士

裁
の
戸
締
ま
り
は
念
入
り
に
す
る
こ
と
(
第
三
三
条
)

D

土
議
や
戸
前
締
役
は
他

行
せ
ず
、
た
と
え
用
事
が
あ
る
と
も
そ
の
役
の
一
人
は
必
ず
在
宿
し
て
お
く
こ
と

(
第
三
一
四
条
)
む
火
事
の
時
に
は
う
ろ
た
え
ず
、
平
生
の
心
得
で
お
る
こ
と
、
特
に

番
頭
は
夜
分
の
火
事
の
際
に
は
心
を
つ
け
て
小
者
に
至
る
迄
一
人
も
残
ら
ず
呼
び

起
こ
し
、
逃
げ
る
方
角
を
教
え
て
逃
が
せ
、
帳
籍
謹
文
を
持
出
す
こ
と

(
第
三
五

条)。以
上
三
五
ケ
条
が
「
定
メ
」
の
概
要
で
あ
る
c

そ
し
て
最
後
の
第
三
六
条
に
は

全
体
の
詑
括
が
記
さ
れ
て
い
る
c

人
タ
ル
者
仁
心
ハ
一
冗
ト
天
ヨ
リ
受
ケ
得
テ
己
ニ
錆
ハ
ワ
タ
ル
物
ナ
リ
、

然
し
ト
モ
我
勝
手
ニ
迷
と
暗
ク
或
ワ
行
キ
鏡
、
暗
キ
時
ハ
畜
生
ニ
モ
劣
レ

リ
、
何
卒
入
ハ
人
ノ
道
ヲ
正
シ
ク
勤
メ
渡
世
致
、
ン
度
侯
、
最
モ
主
人
ハ
小
者

ニ
至
ル
迄
モ
我
子
ノ
如
ク
患
ヒ
、
願
フ
処
ハ
人
々
桔
続
致
サ
セ
申
サ
テ
ハ
主

人
之
役
巨
、
栢
動
マ
リ
申
サ
ズ
候
、
又
家
内
ノ
人
ハ
其
身
ハ
勿
論
親
ノ
心
、

何
ヲ
願
ヒ
奉
公
ニ
出
、
ン
挟
哉
、
首
尾
能
ク
桔
勤
メ
桔
忠
ノ
高
売
ニ
モ
本
ヅ
キ

ム
ア
ヤ
ウ
ケ

未
繁
昌
ヲ
析
ル
事
ナ
リ
、
然
ル
ニ
人
欲
ニ
主
力
レ
不
奉
公
ヲ
致
、
ン
親
請
人
ニ

難
義
ヲ
掛
ケ
侯
事
不
孝
ト
ヤ

E
ハ
ン
不
忠
ト
ヤ
日
ハ
ン
、
是
レ
第
一
二
葉
ム

ベ
キ
事
母
、
此
額
成
就
七
ン
事
如
何
ス
ベ
キ
ナ
レ
パ
、
先
己
ガ
身
ヲ
治
メ
朗

ム

ツ

マ

シ

ク

ホ

ウ

輩
陸
間
敷
勤
ム
可
キ
事
ヲ
怠
ラ
ズ
、
家
業
ヲ
精
出
、
ン
互
ニ
心
ヲ
付
ケ
下
関
輩

ヲ
引
上
ケ
仕
入
追
々
相
続
ケ
者
ヲ
取
立
、
主
人
ノ
家
ヲ
厚
ク
シ
各
立
身
ヲ
致

シ
候
ヘ
パ
、
主
人
ハ
袈
ノ
如
ク
家
内
ハ
子
ノ
如
ク
成
ル
可
シ
、
実
ニ
斯
ノ
知

オ

ノ

ズ

カ

メ

イ

ク
ナ
レ
バ
忠
孝
ヲ
全
ク
シ
自
ラ
天
理
之
冥
理
ニ
モ
棺
叶
ヒ
串
ス
可
キ
者
也
、

-15-

の
テ
此
ノ
定
書
ヲ
桔
認
メ
互
ニ
相
続
ヲ
希
フ
延
如
件

こ
の
よ
う
に
主
人
と
奉
公
人
辻
親
子
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、
主
人
(
識
親
)



に
対
す
る
忠
、
実
親
に
対
す
る
孝
を
積
み
、
拐
輩
共
に
仲
良
く
し
て
家
業
に
精
を

出
し
て
い
け
ば
、
立
穿
を
す
る
と
説
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
出
遵
法
、
国
親
孝
行
、
主
人
に
対
す
る
志
孝
、
下
の
者
へ
の

憐
み
、
側
主
人
に
対
す
る
諌
言
、
凶
奉
公
人
仲
間
の
和
合
、
間
商
売
の
心
得
、
倒

日
常
の
生
活
規
範
、
問
火
の
用
心
、
戸
締
ま
り
を
詳
細
に
制
定
し
、
儒
家
や
同
族

団
の
一
致
団
結
を
呼
び
か
け
た
。
始
祖
の
教
戒
が
「
家
」
に
徹
底
し
、
「
家
」
の

山
崩
壊
が
践
が
れ
る
。
こ
こ
に
始
担
崇
拝
が
特
に
重
視
さ
れ
る
理
畠
が
あ
っ
た
s
「家」

の
創
蛤
者
の
血
縁
者
や
擬
制
的
車
縁
者
が
、
始
担
を
度
々
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
始
祖
と
の
系
譜
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
「
家
」
の
超

世
代
的
継
承
と
い
う
理
想
的
理
念
を
生
ん
だ
。

家
訓
形
成
過
程
に
は
始
祖
の
業
績
を
殊
更
詳
記
し
、
始
祖
に
対
す
る
崇
敬
を
喚

起
す
る
理
念
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
先
祖
崇
拝
も
、
時
代
こ
そ
異
な

る
が
、
こ
の
よ
う
に
始
祖
崇
拝
か
ら
始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
始
祖
崇
拝
は
同

族
(
氏
族
)
の
統
一
を
は
か
る
上
で
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
近
世
の
家
訴
に
は
二

代
巨
、
一
二
代

E
が
鈷
担
の
遺
言
を
ま
と
め
る
と
い
う
形
式
を
と
る
例
が
多
い
。
こ

れ
は
家
訴
の
聖
化
、
権
威
仕
を
意
味
す
る
。
二
、
三
代
自
に
家
が
崩
壊
す
る
事
例

は
先
の
『
可
入
考
見
録
」
で
み
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
家
が
繁
栄
し

て
い
く
た
め
に
も
、
二
、
三
代
目
の
世
代
に
家
の
態
勢
の
建
て
直
し
を
す
る
必
要

か
ら
、
堅
実
な
当
主
や
手
代
が
い
る
家
で
は
家
訓
作
成
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
家
訓

の
中
に
は
同
族
や
奉
公
人
仲
間
の
和
合
が
示
さ
れ
て
お
り
、
奉
公
人
か
ら
主
人
へ

諌
言
す
る
こ
と
も
説
か
れ
て
い
る
点
、
タ
テ
的
な
系
譜
や
序
列
は
厳
存
し
な
が
ら

も
、
ヨ
コ
的
な
柔
軟
な
る
団
結
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
近
世
の
貨
幣
経
済
の

珪
韮
の
中
で
、
都
市
高
業
の
め
ま
ぐ
る
し
い
競
争
を
勝
ち
得
て
い
く
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
家
訓
が
必
熱
的
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
家
誤
辻
「
家
」
の
靖
神
的
、

経
済
的
大
黒
柱
と
な
っ
て
機
能
し
た
と
い
え
よ
う
。

今
後
、
京
都
の
商
家
の
家
訓
と
都
市
民
俗
の
展
開
を
検
討
す
る
予
定
だ
が
、
さ

ら
に
家
訓
と
石
門
心
学
と
の
相
関
性
を
比
較
験
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
寛
政
七

年
(
一
七
九
五
)
自
践
の
『
謹
海
』
(
巻
の
九
)
に
は
、
京
都
に
お
け
る
石
門
心

学
と
町
人
と
の
交
流
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
梅
岩
)

O
享
保
の
比
京
都
に
石
田
勘
平
と
云
儒
者
存
、
朱
学
に
て
専
ら
一
流
の
教
を

な
せ
り
。
此
勘
平
丹
波
の
産
に
て
、
本
心
を
得
る
と
い
ふ
工
夫
を
な
し
、
そ

の
趣
を
愚
裕
の
人
に
あ
ま
ね
く
っ
た
へ
け
る
に
、
門
人
あ
ま
た
出
来
て
、
残

(
堵
建
)

し
た
る
時
進
東
鳥
辺
野
に
葬
た
り
。
門
人
の
中
に
手
島
嘉
左
衛
門
と
い
ふ
者

京
都
の
産
に
て
、
引
つ
ぎ
て
本
心
の
講
釈
を
な
し
、
俗
言
を
も
ち
て
あ
ま
ね

く
勤
け
る
故
、
其
説
大
に
お
こ
な
は
れ
、
嘉
左
衛
門
を
し
へ
に
て
、
本
心
と

い
ふ
事
を
得
た
る
も
の
数
百
人
に
及
た
り
。
此
本
心
の
む
ね
を
得
る
時
に
至

り
て
、
断
書
と
い
ふ
も
の
を
其
人
に
あ
た
へ
、
今
日
よ
り
は
す
な
は
ち
石
田

先
生
の
言
を
得
ら
れ
し
事
な
れ
ば
、
嘉
左
衛
門
が
弟
子
に
は
あ
ら
ず
、
石
田

先
生
の
弟
子
ぞ
と
て
、
其
人
に
教
て
鳥
辺
野
に
お
も
む
か
し
め
、
墓
を
拝
さ

す
る
事
に
或
た
り
。
嘉
左
禽
門
残
し
て
其
子
嘉
左
衛
門
と
称
し
、
父
の
道
を

ひ
ろ
め
し
か
ば
、
い
よ
ノ
¥
教
聾
に
或
て
、
京
都
を
は
じ
め
諸
菌
に
も
匙
を

(
沢
)

し
へ
を
伝
る
人
数
多
出
来
し
な
り
。
嘉
左
衛
門
門
人
に
中
津
道
二
と
い
ふ
者

大
坂
の
産
成
し
が
、
諸
国
に
あ
そ
び
て
此
道
を
ひ
ろ
め
、
当
時
天
明
の
比
江
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戸
に
在
住
し
、
盛
に
本
心
の
昏
を
説
さ
と
せ
し
か
ば
、
諸
侯
を
は
じ
め
諸
所

の
招
待
に
あ
づ
か
り
、
大
要
の
番
頭
な
ど
お
河
川
く
帰
依
し
て
、
男
女
此
を
し

へ
を
信
ず
る
も
の
万
人
に
あ
ま
り
た
り
と
ぞ

G

其
を
し
ふ
る
所
の
大
意
、
程

朱
の
本
然
の
気
費
に
も
と
づ
き
、
至
撞
の
所
辻
釈
老
の
旨
と
ひ
と
し
く
、
我

心
の
安
立
す
る
所
を
得
る
を
肝
要
と
く
み
た
て
た
る
事
に
て
、
禅
家
悟
入
の



理
に
程
か
は
る
事
な
し
、
需
の
道
を
や
は
ら
げ
て
、
平
話
に
て
人
の
よ
く
開

取
や
う
に
物
語
に
し
、
又
は
仮
名
に
て
平
話
に
、
其
を
し
へ
を
書
あ
ら
は
し

た
る
書
も
あ
ま
た
あ
り

D

口
ハ
俗
人
を
教
ふ
る
事
を
先
と
し
て
、
お
の
紅
を
た

て
ず
、
た
と
へ
ば
其
む
ね
を
著
た
る
書
を
披
露
す
る
と
て
も
、
何
と
ぞ
是
を

よ
ん
で
御
か
ん
が
へ
下
さ
れ
よ
な
ど
と
、
無
心
い
ふ
や
う
に
た
の
み
て
人
に

す
す
め
、
講
談
を
す
る
と
て
も
産
科
な
ど
と
云
事
一
銭
も
と
ら
ず
、
其
座
敷

男
女
の
需
を
わ
け
て
、
し
る
し
ら
ず
、
人
を
ま
ね
き
、
其
弟
子
の
世
話
す
る

者
は
、
袴
を
着
て
入
来
る
人
の
草
覆
辻
き
物
ま
で
、
丁
寧
に
あ
づ
か
り
寂
扱

て
、
さ
り
と
て
は
御
気
の
ど
く
或
事
、
ょ
う
銅
こ
し
あ
り
ノ
し
な
ど
と
、
北
方

よ
り
説
を
う
る
や
う
に
も
ふ
け
か
ま
へ
た
れ
ば
、
人
々
よ
ろ
こ
び
需
拡
臥
し
て

至
る
所
市
を
な
し
、
感
服
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
此
道
に
蕪
文
の
男
な
れ
ど

も
よ
く
心
理
の
義
を
会
し
て
、
人
に
を
し
ふ
る
故
、
た
び
/
¥
講
談
の
席
に

の
ぞ
む
も
の
、
或
は
不
孝
を
あ
ら
た
め
、
又
は
放
蕩
成
身
を
悔
て
節
を
あ
ら

た
め
、
正
し
き
道
に
お
も
む
く
も
の
あ
ま
た
あ
り
し
か
ば
、
た
ふ
と
き
事
に

信
じ
い
た
ゾ
く
事
か
ぎ
り
な
し
c

俗
人
を
す
、
め
み
ち
び
く
に
は
、
又
巨
益

付
表

京
都
富
豪
町
人
の
盛
衰
(
「
町
人
考
見
録
』
に
よ
り
作
成
)

少
か
ら
ず
と
い
ふ
べ
し
。

平
易
に
人
の
道
を
説
く
心
学
が
町
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
館
教
、
仏
教
、
神

道
、
民
俗
を
習
合
さ
せ
た
こ
の
学
聞
は
、
宵
入
の
心
を
安
定
さ
せ
、
ま
た
没
落
す

る
不
安
に
い
つ
も
あ
っ
た
商
家
の
道
徳
規
範
と
も
な
り
、
そ
れ
は
家
訓
作
成
時
に

も
家
訴
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
今
後
検
討
す
る
こ
と
に

し
て
一
ま
ず
本
稿
を
終
え
る
。

(1) 5.主

志
田
充
男
「
京
都
の
地
縁
制
と
同
族
制
i
都
市
民
俗
研
究
に
寄
せ
て

i
」
「
日
本
文

化
史
排
究
」
第
二
九
号
平
成
一

O
年
百
本
文
化
史
学
会

(2) 

三
井
高
一
号
「
町
人
考
見
録
』
中
村
幸
彦
校
注
「
近
世
町
人
患
想
」
(
日
本
思
想
大
系

日
)
所
収
昭
和
五
C
年
山
石
読
書
窟

京
都
府
一
編
「
老
舗
と
家
誤
」
所
収
陪
和
四
五
年
京
都
宥

津
村
涼
庵
『
謹
海
」
竹
内
利
美
ほ
か
編
『
百
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
第
八
巻
一
所

収
昭
和
四
百
年
コ
二
書
一
房
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(4) (3) 

支弟衛門勺 屋常袋時

石j可

寄名人
安自

EJ貞FF匂 崎長商人 先祖は
浪人とL財宝持金銀を~ 閥ーケド、 先也は

家同

那波!と挙 の 主FーI な原、尾 σ〕
るのナH

来由

掃ま代手で、 条辺の
聾犬

尽入の出
頃域

方回都京

繁栄時に で

面四 一
のσ)(J) 

状況蔵富家

河石 茶

居

古.-L. 

長崎商人

業

種

貸名k 大名貸
J支

落

要

国

七

ノ十上年身間1、
1支

落

状

j貴
j兄

暮司し 僅跡に 葉門1E二、.のそ

没落後
手長

跡形無て 難暮関日もし
弟i土

。フ

実有三
そ
の
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裏楽室

へ両替E+I町 洞ノ角下内院t 7室下町立E 端)イ両替町あた丁藤条武町
へ条下

ヲ寵る| ル
ノ¥

上罰7
住移 jレ り

入
須池

南yレ

両替商 高需替

借銀大貸名 借銀名貸大 借銀貸太名 大名貸 大貸名 k 名貸 大名貸 大貸名

町人 町人よ 町人よ 遊楽 f電多
よ

り
の 。〉 グコ

1t 十四

金潰家て身上年前潰身上、代代京珍日

潰二 七 五

潰 :安石目と可

四

潰身上五杢四刷

f目t 
f代ノ書図t 、

寸年前?身貴漬

上時身同形間二

上身代目 一十四

却元 果=
其身

跡無禄的中
代

程 て

車無もf都京 仙台

果
家 て〉

i吉
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左衛門 那波屋郎九 衛門 未沢屋左久 崖新伊具衛 ! 疏三事兵南 衛門 大屋左黒修
子国ズ/ 

衛門 平野屋清左D~ 

るとT隠氏イ敗れヒ陣入元 屋袋とるのの々

せ硯箱給のわを立花家の、 て坂時方大、 町閲人ケ、花へまず 家

jI7米沢城主 のu 宝重宅ノちの原敷出久
へ立の

大家持をも 東凋院 続繁昌し、f多つもt、沢fにをも;5上杉まの

位中 従弟宗也了 数家あ三宅上、 k名貸 と母/刀目~ 六
ほ の七

の

す灯蔵明あ代に の上身、 前年は| 上身 は上家 てiこi

つ条下四 代相回家 出御達用 hフ秀白と手Ec 、五 位中ルし
i 

灯司断明を、

了 部需兵京中に の身 代日 千貫
に 手未

購入を丁斎正:購入を罰7J素11員
ル三 代二

立7中E 
上わ新町

が室通御:町也 町衣棚

] 条通柳場西馬

河jノ重史℃ わ に
よ三

I 移住下条Jv 
A1台伊達屋敷まw小川上条二， ~ 方屋敷賀家前回日小上1条11 

{兵衛親11-

のり 条下

角ル

丁東七三

lし 耳
-̂ 酉丁

jレ yレ 入 の 下

麻苧屋問 長崎屋間jil 崎屋長j 日I 民質 の町貸、相町人T 

死去続す世、 の ののし沢よ 二 け子
大名貸

借千銀。コ 十年科前方ノ、

の八 の材の愚か百二
るの

伊兵f能z有z 

借千銀凶 年荏町前人よ十 材商J本し 買いだ 者でf桶者身目t 

井軍十才秤四代相四目 すで早世 I い 米穀 五 ! 敗央に め、 崎長の
ー がる代九日 代九目 果す にの 百貰日 よ々り
代 日 で早そ 持所津出 賓百日り 土佐薬代..d・、

上潰身 名貸止でで 処せるら、行都奉所よ 借銀訴えを 上i身貴 凶年前l 

程前年身 十年前上身 い る!張正i土Bt 

年前liこ斎花家U:閉門lり二 五れら〔
大ずれも よ 礁りの 代代目漬

jり設 にため漬
F号 延板

替り 江戸
跡形無 財失家等な

夫就職てとし波蜂須阿賀家
ける 花氏すし也惇はと真野盛寺娘宗也は 跡形畢

其の坂太出l土 の掬}Ijへ吃と
しミ

庇護受を 滞留に 宗人寺、Jなりt 有まま名前
、 -̂

三はマ九

太
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衛門井三
右衛門屋郎手九久口 主衛久 屋宗ノ字貞文に

庫勝右衛金F 可

衛門 辻

郎両替五善

左~ß 郎次右

利)兄の、視紹貞xi まi 

者 屋波那
祖先; ま

害兼ね 屋年前長崎問祖先は
r名十は-

井筒屋と

需 る 室通町 井JI! 

一一万蕎三

f二Ht( 両
で

唐人十九
縁

地を 紹貞 ーと崖万t庇R 上身 よ子が唐人よ 名貸 一五 舞人と 二

室吉貫長 十間
よ

成るく 徳分と預かり
の番の十年前は

分以身も 千貫的自し
屋間、 屋大両替 京

で口

屋敷有のた広島に 上身なり銀たつ
上上身

購入 の 十間の
、屋敷 長者殿大大坂- の、

口大 振両

御室池町町
室通膏 示草事壁

量条通図日子芸童洞院丙
丁豊西条町一 室通水町出

室通町

上条
の一

立士7上下E 礎空
yレ yレ "̂' jレ
高I 書T "̂' 入 了 yレ

入 yレ 町

長崎商人 崎商長人 長崎屋問 両替商 両替蕗

大名貸、代i目ま
衛行跡者不門大後名貸の

大名貸 大貸名 貸大名

拝倍未銀情米久藩よ、 芸州藩りZZト 名上差支貸身えに代すHと、郎Z南三の門E 

五 十七兄浄l巴土 の

代弓器H三の 郎九右 八年前大 子郎藤五代郎名k 句拝一 代五大H子を

の倍、 五

賦銀返済年を イの目→ t 
上遺後の

形無年前跡
産で事済代藤五郎少

代家潰』こ 庄今σ〉
一

十年前漬

勝

すに衰家時 々
寄右門σ3 

るイ昔 破

住久 には家は

板窮岡むを売却日L物質に
皆家

々 々入

塞1量 の

生活財宝

一一
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衛 上j登!i? 

屋兵衛王時3

左荷丹 ちぎり
戸彦島門a?監衛Y七甫F 井主

権主本大
屋

次
ヰ，や己勿，、.fr 

者き冗藷元 との 身先 衛義

名のると 後法鉢るL、代浄貞1])目 の子聾Tにを元祖紹は貞
む需Z毎品門事号貞てに車蒔会 る て き

21回J1 見七
、の

在 1ζ 者1人良型二
先祖は 粉上の て弟し言

御P将軍 一屋書成木 !m 
道畜， 己ρ に 、二

軽澄 廷で出 兵 す 二 郎 つ代

四郎四 二四 限者代、り、番一通よ 五

の身目王代親常貞(.1 

繋黄の 譲る一カ紹貞は
能達に 数寄を、 は者分限、建干つI、衣棚に五五 番五

主員日 主り仁十
大貸の名 年迄十前ト

千貰目 三 l五川 の身上 江戸迄り十年前は
の竜宮と 、高

す」ら、庭茶道造具り、 一 千六貢日常設の
シ年

の大名貸 前
σ〉

貰余のHT年前親l沙汰あ左の京の= 
;島五 迄善 上身

る、鴫滝鳴滝山 戸広京
分の 路次条 千貢 遊芸に代浄貞目の能舞ず?

五

{ 主通同中す売j 主
通l烏L )方南 {池町卸

司下ノ宏t 

郎左衛門
下 jレ

}r.，. jレ '̂-.. 町
丁 丁 人

上
)犬悼1目桂代の三議元長紙州 2融業~銀指、 衣

i商J畳U 
廻の金

大代当の しち入

k 貸名
者二

御用sJ名pzz、動てL蔵元仲問
大貸名 大名貸修兄弟者 不行跡者 六右衛門 いもら 坂鴻j家土也 相続す跡継ぎ代惣領は目量者

遊郭狂代好日

代五目と 半世るも 出にる、 営不振で業

借銀半身I貴kの連引負に

い意

不行跡、
修者道恵不

貸大名 T跡白 I する 葺子をり大次子屋那波名= 
は

身上潰= 四十
物質れ入に 諸道先却具 無方上人身

上身
ふF一、 一二

一軒漬十七
支葎 : 

五年前

本分の産借銀干貫目ノ年r戸白白lfl j 
漬居宅

代目 与
は

7τまEコr7p、i 

道具迄7却しE 
幽かtこ 京をり奥平家は頭兄酒井雅楽は 居江戸所不明す出、 娘る人は、 下口ウソクり 屋敷まi却L 古

f7日t E 
相続 離れの

の
る家臣と 悼右衛ノ門、奉公辰と 江戸上 塞z、左gヨ「

澄菌
或弟 のへなへ

L 一一
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片木勘兵衛 衛門左黒屋大九
原家

衛門播磨屋右長 右衛門津郎久井太 藤屋市衛兵
平田辺屋

花房1屋事L 
衛門 足屋左百久

7自E 良区 :主兄主"

庖、 の組父浄円は 仙親自 甫親道
売 家てし 屋清兵衛祖川市兵衛は

戸通 ヌ巳

り旗本姓同に4字房名E 一住人 の五

名富山と 戸江
崎長 の

崖道具 ノ十年前迄江、

へ通い 代手、藤町同 車のあ麗屋号丸いう 呉日に匝勢州伊沢
勢 高別

軒葉余百 ノンレ 西陣の 商売糸
七 の親 民 限一

通四条貫四千目 回十
名貸軒あり 花房 千田J¥ 代身の

貫程日T 
生

貢百目
番 五fはt 
の

い家町同 百貫E の印を殿長者番
薬屋

千貫自 帯上の身 大名貸の五年迄前並をきか の
σ〉 。コ

ず大れも五六に上身 千員百 上身
の

ぶ類ける同ヒ商人、 σ〉
分限

分

樋大糸屋町呂 新条通町曲

東洞院

宰通御池町町

条通四 住移御池書手tり証T御室町

条下

十西 代)浩
"""-

四入占有
σ〉 """- jし

前Eル西
口 yレ 入 了 τ、認が

丁 jレ へ読わ

糸商 服商呉 種藁商 ノ物商間ト 長崎商人

掘部出を二 告室長 のコ
名貸大

のるイ千跡丁、て
師山を州金峯UJ 者一 分く、 代三日

者者 ゴ
名貸k 貸名k 敗苔貸町人

敗失に 大貸名し 年前よ十 J宗匠自 法鉢と、女色代新衛兵日
高利望でグをヲ 貸名大

だにまさ の歌鞠好むを代長右衛栄耀門日

銅山 両替応り 貸名止茶道なりふにけ 2 f糸f る金発山開 和 てコ
失み 両

身上漬

フ居宅明自をE 

上I身買 所持の
十七 潰に戸江府

代兵衛潰五年前団| 
B代潰E年| 十 十

代ノ年潰身前t、

四 四

物道質流旨 五年前潰 五年前潰

す庖共質上t 代平目
代市目

出

江戸で震大黒 坂大の
塞3呈 3塞g 

ムマ、

両替犀営むを跡御室町通抽好、跡無仁十正衛弟、軒甚も

呉脱商 取立出のを和屋家大

、iJ> で問
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衛r~ lI!左屋身占吻T 
草十高i 

柴田
律門j左野屋長H !中濡11 

家城ぶR次郎R 

内呂
ê~ 

継をぐ 衛門、宗吾妻 親は
すと仲人、養父 i 報

常故f父印白、 勢州松坂出身 勢州伊沢身

σ〉

惣主衛版々門差の兄弟が拘右衛五嘉宗門円

る)宵内水野蕃玄は
fよt 

を 玄とト

東屋関問婿子養 子左の 浪いう
常親

知ら 限よ の左惣衛門は
千重B 三 は東関

f父は自 替御用勤むを言あり|戸江に z戸fl再I土Ei 1 
る以り両替 二の

番の物産

上に 勝気者 長崎所会
f名t 

高三f可主fの
随成身I 、幕府の屋町敷カ| 

グコ
世上で 産開

大喜
に分 で

親、街為所

f地図却I 堺通可
間 I 町坂大両i許見E江町江戸替応両 下 京両替j占

筋大坂上丁ル両菩庖京仕庖入戸江!主
の 戸未h守 ル町 了

条下
オ在ミ~

珂f今橋見世干 新町姉小路御池町:町本ー丁口
丁ルF 所会・ 伊勢町 本替阿 新町条= jし

了
'̂'-

両替高 物語巻
東「関問4 

宍Z寵E 

大貸名
者居宅にをちも今の 利増子え 借銀のを宮内は 養父主l卜I 

長身主上 道具 分よ向り 代疑千を 左衛器者長門韓基

貫自か宅もの孫一 去義

銀ZなるE代科名身干ヲ~怯歩 i 
せ主二信

茶湯や でい 借の銀 京てに、 家業は ま出に、 日家相続する目惣領清 匂コr 
f銀昔

跡不行 右衛庖外の十門

る す 瓦

銀倍る、 t位r←竺 f4家f貨j 
;疑;りこ 勘定、 七十

=代千ま 扉年 し

百四 娘妻 、弟死前、古才

先相続身上

上身
取にるら 貸は主く 所持玄卜

護す 家
再f身ぴt去常、 郎)代漬身

結少 商 産
ぴ){こ

;賓

!問株を石
両広昏営業

世話の 孫立一 夫婦附四年j常有

| 脇衛ゴ市兵ヒ 銀の金多も I 所カ 京宿は手入 郎い，-ょ{昌豆三

死二 に新

財却家I古 縁内離

塞幼年

銭取主歪口む切坂郎主所Zk3E常有で今のの

子Eをi 
iiL 呈L 

つ のの
れ 売来清二
逼
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